
湖南市・甲賀市合同ＪＯＢフェア開催事業業務委託に係る 

公募型プロポーザル 評価基準 

 

１．選定実施機関 

(１)評価は、｢湖南市・甲賀市合同ＪＯＢフェア開催事業業務委託選定委員会｣(以下｢選

定委員会｣という。)が実施する。 

(２)選定委員会は、提出された提案書及びプレゼンテーションの内容についてこの｢評価

基準｣に基づき、採点及び評価を行う。 

 

２．評価点の配合割合 

評価点は300点を満点とし、配点割合は｢評価項目採点表｣のとおりとする。 

 

３．評価点の採点方法及び評価基準 

(１)各選定委員が｢評価項目採点表｣に基づき採点を行う。 

(２)プレゼンテーションの当日において、提案書に記載された内容以外の提案があった

場合、これを評価の対象としない。 

 

４．決定方法 

(１)評価点の採点 

選定委員が｢湖南市・甲賀市合同ＪＯＢフェア開催事業業務委託選定評価項目採点

表｣(以下｢評価項目採点表｣という。)に基づき採点する。 

(２)総合点数の算出 

各選定委員の評価項目毎の評価のうち、最高点と最低点を付けた審査委員の点数を

除いた残りの評価点の合計を平均した点数を総合点数とする。 

※総合点数は小数点以下第２位を四捨五入し、小数点以下第１位までを有効な数

字とする。 

(３)有効な提案書を提出した参加者であって、総合点数が最も高い者を第１位の優先交

渉権者とする。 

(４)有効な提案書を提出した参加者が１者であった場合、総合点数150点以上の提案を行

ったと判断すれば、第１位の優先交渉権者として選定する。 

(５)受託候補者の選定にあたり総合点数が同点の者が２者以上あるときの対応 

① 参加者それぞれの総合点数が同じで提案価格が異なる場合、提案価格が最も低

い者を第１位の優先交渉権者とする。 

② 参加者それぞれの総合点数及び提案価格が同じ場合、合議により候補者を選定

する。 

別紙３ 


